
※公立・私立の区分による差はありません　　　（単位：円）

1円以上  3,000円未満

7,800円未満

12,000円未満

27,000円未満

39,000円未満

51,000円未満

63,000円未満

75,000円未満

89,400円未満

105,000円未満

123,300円未満

154,500円未満

222,100円未満

255,100円未満

351,400円未満

351,400円以上
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2 算定方法について

3
⑴

⑵ 保育が必要な時間により、標準時間（１１時間）と短時間（８時間）の認定区分に分けています。
⑶

⑷ 扶養している子どもの人数に応じて、市民税所得割額から一定額を控除して計算します。
〈４月分から８月分までの保育料〉

・平成１８年１月２日から平成２１年１月１日までに生まれた子ども１人当たり１５,０００円を控除します。
・平成２１年１月２日から令和６年１２月３１日までに生まれた子ども１人当たり２２,８００円を控除します。

〈９月分から翌年３月分までの保育料〉
・平成１９年１月２日から平成２２年１月１日までに生まれた子ども１人当たり１５,０００円を控除します。
・平成２２年１月２日から令和７年１２月３１日までに生まれた子ども１人当たり２２,８００円を控除します。

⑸ 保育料は、原則として児童と同一世帯に属し、生計を一にする父母の市民税額の合計額により決定されます。
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⑴ 

※軽減の対象となるのは、上記施設が法律に基づき認可された施設である場合に限ります。

⑵ 扶養している子どもの人数に応じて一定額を控除（３ 保育料の階層区分について⑷）する前の所得割額が、
①９７，０００円未満の場合は、第２子の児童は半額（Ｂ階層は無料）、第３子以降の児童は無料となります。
②９７，０００円未満のひとり親世帯等の場合は、第１子以降の児童は無料となります。
※ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯（母子・父子世帯）及び在宅障がい児（者）のいる世帯です。

⑶

5
災害や疾病等により、前年に比べ著しく収入が減少した場合には、申し出により保育料を減免する制度があります。

令和8年度 保育認定（２号・３号認定）月額保育料表

保育 保育

標準時間 短時間

０・１歳児クラス ２歳児クラス

階層区分

A 生活保護世帯等 0 0

保育 保育

短時間 標準時間

B 市民税非課税世帯 0 0

0

0 0

0

D2 16,100 0

0

0C
市民税均等割のみ
課税世帯 8,500 0

D0

市
民
税
所
得
割
額

10,400 0

D1 14,200

D6 29,400 14,500

D7 32,300 15,900

28,900

D4 21,800 10,700

D5 23,300

10,900

8,400

59,800

D12 45,600 44,800

D13 52,200 51,300

44,800

51,300

D10 38,900 38,300

D11 44,600 43,800

38,300

43,800

D8

D3 19,000 9,300

36,100 17,700

D9 38,000 18,700

0

保育料の減免について

Ａ階層の生活保護世帯等とは、「生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」です。

階層判定に用いる市民税所得割額は「住宅取得控除、配当控除、寄付金控除、外国税額控除及び配当株、株式等譲渡所得割額控除」を控除する
前の税額です。

（ただし、祖父母等と同居しており、父母ともに市民税が非課税の場合であって、祖父母等が家計の主宰者とみなされる場合は、その税額に基
づいて算定します。）

保育料の多子軽減について
同一世帯で２人以上の就学前の児童が保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発
達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合、年齢の高い方から２人目の児童が半額、３人目以降の児童が無料となります。

１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯の場合、３人目以降の児童が３歳未満児で入園しているときは、所得に応じて決定する保育料基準額の
１／４となります。

保育料の無償化について
保育園及び認定こども園（保育部分）の場合、各年３月３１日時点の年齢が３～５歳（年少・年中・年長クラス）、幼稚園及び認定こども園（教育
部分）などの教育施設を利用する場合は、満３歳（誕生日を迎えて３歳）になっている場合、無償化の対象です。

令和８年４月分から令和８年８月分の保育料は、令和７年度の市民税額、９月分から翌年３月分の保育料は、令和８年度の市民税額に基づいて決定
します。

保育料の階層区分について

D14 57,900 57,000

D15 60,800

23,700 11,600

59,800

57,000

35,500

37,400

31,800

10,300

14,000

15,900

18,700

57,900

60,800

44,600

45,600

52,200

18,000

19,000

38,900

11,800

14,700

16,100

0

9,500

0

21,500


